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議 案 第 ４ ５ 号

令 和 ５ 年 度 川 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ８ 号 ）

令 和 ５ 年 度 川 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ８ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 670,591 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳

入 歳 出 そ れ ぞ れ  131,835,137 千 円 と す る 。

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金

額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 繰 越 明 許 費 の 補 正 ）  

第 ２ 条  繰 越 明 許 費 の 追 加 は 、 「 第 ２ 表 繰 越 明 許 費 補 正 」 に よ る 。

（ 債 務 負 担 行 為 の 補 正 ）

第 ３ 条  債 務 負 担 行 為 の 変 更 は 、 「 第 ３ 表 債 務 負 担 行 為 補 正 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）  

第 ４ 条  地 方 債 の 変 更 は 、 「 第 ４ 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。

  令 和 ６ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出

  川 越 市 長  川  合   善   明
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第 ２ 表　繰 越 明 許 費 補 正

１１１，０７４ 千円

３１，２８９ 千円

７，０９４ 千円

９３，２１３ 千円

５，４７３ 千円

１，１３３ 千円

１ 保 健 衛 生 費 １００，０００ 千円

１０，０００ 千円

２８，７２０ 千円

２ 道 路 橋 り ょ う 費８ 土 木 費

幹 線 道 路 （ 市 道 ） 整 備

主 要 地 方 道 川 越 栗 橋 線 交 通 安 全 施 設 整 備

民 生 費３

４ 衛 生 費 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 事 業

１ 社 会 福 祉 費

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 運 営 管 理

保 育 所 運 営 管 理

２ 児 童 福 祉 費

民 間 福 祉 施 設 補 助 （ 高 齢 者 施 設 ）

み よ し の 支 援 セ ン タ ー 運 営 管 理

（追　加）

款

総 務 費２

金　　　     額事　　　　   業　　   　　名項

１ 総 務 管 理 費

市 民 セ ン タ ー 管 理

体 育 施 設 の 整 備 ・ 充 実
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款 金　　　     額事　　　　   業　　   　　名項

１６，０３１ 千円

５，７８８ 千円

６００ 千円

７２，６８０ 千円

１，３２０ 千円

４３，１５２ 千円

５５，４００ 千円

６ 社 会 教 育 費 １１，７３６ 千円

１ 普 通 財 産 取 得 費 ５，５９９ 千円

10 教 育 費 学 童 保 育 室 整 備

歴 史 的 地 区 環 境 整 備 街 路 （ 立 門 前 線 ）

４ 都 市 計 画 費

南 古 谷 駅 周 辺 地 区 整 備

川 越 駅 西 口 都 市 基 盤 整 備

準 用 河 川 整 備

２ 道 路 橋 り ょ う 費

中 小 河 川 排 水 路 整 備

広 域 幹 線 （ 市 道 ） 整 備 （ 用 地 ）

土 木 費８

３ 河 川 費

主要地方道川越栗橋線交通安全施設整備（用地）

13 諸 支 出 金 普 通 財 産 購 入 費
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第  ３  表 債  務  負  担  行  為  補  正

（ 変  更 ）

事 項
補 正  前 補 正  後

期   間 限 度 額 期   間 限 度 額

川 越 市 立 芳 野 中 学 校 エ レ

ベーター改修工事  
令和  6 年度 38,400 千円 令和  6 年度 43,600 千円
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

文 化 施 設 

設 備 整 備 

事 業 費                    

 千円 

 

 

 

 

7,400 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

16,500 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

美術館改修 

 

整備事業費 

8,600 同 上 同 上 同        上 4,000 同 上 同 上 同        上 

第 ４ 表 地 方 債 補 正 

 

（変 更） 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

旧 東 後 楽 

会 館 解 体 

事 業 費                     

千円 

 

 

 

 

132,700 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

88,600 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

公 立 保 育 

施 設 整 備 

事 業 費                   

114,500 同 上 同 上 同        上 61,800 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

清 掃 運 搬 

施 設 整 備 

事 業 費                    

千円 

 

 

 

 

13,200 

 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

10,200 

普 通 貸 借 

 

又 は 

 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

東 清 掃 

セ ン タ ー 

施 設 管 理 

事 業 費                  

68,700 同 上 同 上 同        上 48,600 同 上 同 上 同        上 

‐11‐



起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

資 源 化 

セ ン タ ー 

施 設 管 理 

事 業 費                    

千円 

 

 

 

 

671,800 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

527,000 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

雨 水 建 設 

 

改良事業費              

260,000 同 上 同 上 同        上 235,900 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

グ リ ー ン 

ツーリズム 

拠 点 施 設 

事 業 費                      

千円 

 

 

 

 

194,500 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

171,000 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

道 路 環 境 

 

整備事業費                      

276,800 同 上 同 上 同        上 259,400 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

道 路 新 設 

改 良 

事 業 費                    

千円 

 

 

 

 

423,500 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

329,300 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

橋 り ょ う 

新 設 改 良 

事 業 費                        

85,200 同 上 同 上 同        上 50,200 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

河 川 整 備 

 

事 業 費                  

千円 

 

 

 

 

660,500 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

548,300 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

南 古 谷 駅 

周 辺 地 区 

整備事業費                                      

160,600 同 上 同 上 同        上 124,000 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

川越駅西口

都 市 基 盤 

整備事業費                                       

千円 

 

 

 

 

184,200 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

112,300 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

新 河 岸 駅 

周 辺 地 区 

整備事業費                                         

19,400 同 上 同 上 同        上 6,900 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

街 路 

 

事 業 費                                           

千円 

 

 

 

 

1,800 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

6,600 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

公 園 整 備 

 

事 業 費                  

1,322,200 同 上 同 上 同        上 1,319,700 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

公 営 住 宅 

 

改修事業費                               

千円 

 

 

 

 

105,200 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

67,000 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

学童保育室 

 

整備事業費                                     

23,900 同 上 同 上 同        上 35,500 同 上 同 上 同        上 
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

公民館改修 

 

整備事業費                                      

千円 

 

 

 

 

19,200 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

千円 

 

 

 

 

15,600 

普 通 貸 借 
 

又 は 
 

証 券 発 行 

％ 
 

 

 

5.0 

 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。 
 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。 

図書館改修 

 

整備事業費                                     

53,900 同 上 同 上 同        上 49,500 同 上 同 上 同        上 
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議 案 第 ４ ６ 号

令 和 ５ 年 度 川 越 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）

 令 和 ５ 年 度 川 越 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 208,758 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を

歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ  5,354,142 千 円 と す る 。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金

額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

  令 和 ６ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出

  川 越 市 長  川  合   善   明
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高

46,156 △28,

齢

758 917,398

者

１ 一 般

医

会 計 繰 入 金 946,1

療

56 △28,758 9

保

17,398

険

歳

料

入 合　　

4

計 5,562

,

,900 △208,7

5

58 5,354,14

9

2

第 １ 表　歳 入

8

 歳 出 予 算 補

,

 正

6

（１）歳　入

款 項 補

3

 正 前 の 額 補　

9

　正　　額 計

（単位　

△

千円）（△印　減）

1

１ 総 務 費

8

164,708 △8,

0

844 155,864

,

１ 総 務

0

管 理 費 144,086

0

△8,844 135,

0

242

4

２ 広 域 連 合 納 付 金 5,

,

388,092 △19

4

9,914 5,188

1

,178

8

１ 広 域 連 合 納 付 金 5

,

,388,092 △1

6

99,914 5,18

3

8,178

9

歳 出 合 計 5,562,900 △208,758 5,354,142

（２）歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正

１

　　額 計

（単位　千円

後

）（△印　減）

期 高 齢 者 医 療 保 険 料 4,598,63

１

9 △180,000 4

後

,418,639

期

２ 繰 入 金 9
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議 案 第 ４ ７ 号

令 和 ５ 年 度 川 越 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）

令 和 ５ 年 度 川 越 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1,969千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入

歳 出 そ れ ぞ れ 209,811 千 円 と す る 。

２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金

額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 繰 越 明 許 費 ）  

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越

し て 使 用 す る こ と が で き る 経 費 は 、 「 第 ２ 表 繰 越 明 許 費 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）  

第 ３ 条  地 方 債 の 変 更 は 、 「 第 ３ 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。

  令 和 ６ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出

  川 越 市 長  川  合   善   明
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金

,200

7

歳 入　

9

合

,

　　計 207,842

7

1,969 209,8

0

11

第 １ 表　歳 

7

入 歳 出 予 算 

6

補 正

9

（１）歳　入

款 項

7

補 正 前 の 額 補

9

　　正　　額 計

（単位

,

　千円）

7

１ 農 業 集 落 排 水 総 務

7

費 134,937 1,

6

969 136,906

１ 総 務 管 理 費 134,937 1,969 136,906

歳 出 合 計 207,842 1,

１

969 209,811

繰

　（

越

２）歳　出

款 項 補 正

金

 前 の 額 補　　正

7

　　額 計

（単位　千円

9

）

,707 69 79,776

６ 市 債 29,300 1,90

４

0 31,200

繰

１ 市 債 29,

越

300 1,900 31
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第 ２ 表　繰 越 明 許 費

１ 農 業 集 落 排 水 総 務 費 １ 総 務 管 理 費 ４，９８８ 千円

金　　　     額事　　　　   業　　   　　名項

分 担 金 等 事 務

（追加）

款
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起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

農 業 集 落

排 水 事 業

費 

千円

29,300 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

千円 

31,200 

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

％ 

5.0 

以内 

 政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合にはその債権者と協定する

ものによる。

 ただし、据置期間は２年以内

とし、本市財政の都合により償

還期限を短縮し、又は繰上償還

若しくは低利に借換えするこ

とができる。

第 ３ 表 地 方 債 補 正

（変 更） 
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議 案 第 ４ ８ 号

令 和 ５ 年 度 川 越 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）

（ 総 則 ）

第 １ 条 令 和 ５ 年 度 川 越 市 水 道 事 業 会 計 の 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 業 務 の 予 定 量 の 補 正 ）

第 ２ 条 令 和 ５ 年 度 川 越 市 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 以 下 「 予 算 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 に 定 め た 業 務 の 予

定 量 を 次 の と お り 補 正 す る 。

（ 項    目 ） （ 既 決 予 定 量 ） （ 補 正 予 定 量 ） （ 計 ）

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業 の 概 要

配 水 管 新 設 、 改 良 等 事 業 費 3 , 2 9 0 , 2 7 2千 円 △ 3 7 4 , 3 6 0千 円 2 , 9 1 5 , 9 1 2千 円

（ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 補 正 ）

第 ３ 条 予 算 第 ３ 条 に 定 め た 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を 次 の と お り 補 正 す る 。

（ 科    目 ） （ 既 決 予 定 額 ） （ 補 正 予 定 額 ） （ 計 ）

収     入  

第 １ 款 水 道 事 業 収 益 6 , 9 6 2 , 9 5 8千 円 △ 3 8 , 3 4 3千 円 6 , 9 2 4 , 6 1 5千 円

第 ２ 項  営 業 外 収 益 4 5 2 , 9 8 3千 円 △ 3 8 , 3 4 3千 円  4 1 4 , 6 4 0千 円

支     出  

第 １ 款 水 道 事 業 費 用 6 , 6 9 5 , 1 5 3千 円 △ 2 1 2 , 9 6 0千 円 6 , 4 8 2 , 1 9 3千 円  
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第 １ 項  営 業 費 用  6 , 6 0 7 , 3 0 0千 円   △ 2 2 7 , 7 0 0千 円  6 , 3 7 9 , 6 0 0千 円

  第 ２ 項  営 業 外 費 用     7 7 , 6 0 2千 円      1 4 , 7 4 0千 円     9 2 , 3 4 2千 円

（ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 補 正 ）  

第 ４ 条 予 算 第 ４ 条 本 文 括 弧 書 を 「 （ 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額 2 , 5 2 9 , 7 3 4

千 円 は 、 過 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 6 7 , 2 9 4千 円 、 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地

方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 2 1 1 , 9 3 1千 円 、 減 債 積 立 金 2 0 0 , 0 0 0千 円 、 建 設 改 良 積 立 金 1 0 0 , 0 0 0千

円 、 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 1 , 2 8 8 , 7 0 9千 円 及 び 当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 6 6 1 , 8 0 0千 円 で 補

填 す る も の と す る 。 ） 」 に 改 め 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を 次 の と お り 補 正 す る 。  

（ 科    目 ） （ 既 決 予 定 額 ） （ 補 正 予 定 額 ） （ 計 ）

収     入  

第 １ 款 資 本 的 収 入 1 , 0 8 0 , 0 1 1千 円 △ 3 , 1 3 6千 円 1 , 0 7 6 , 8 7 5千 円

第 ４ 項 工 事 負 担 金 3 4 5 , 8 5 4千 円 △ 3 , 1 3 6千 円  3 4 2 , 7 1 8千 円

支     出  

第 １ 款  資 本 的 支 出 3 , 9 8 0 , 9 6 9千 円 △ 3 7 4 , 3 6 0千 円 3 , 6 0 6 , 6 0 9千 円

 第 １ 項  建 設 改 良 費 3 , 3 0 2 , 2 6 8千 円 △ 3 7 4 , 3 6 0千 円 2 , 9 2 7 , 9 0 8千 円

（ 継 続 費 の 補 正 ）  

第 ５ 条 継 続 費 を 次 の と お り 補 正 す る 。
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款 項 事業名
補   正   前 補   正   後

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

1 資 本

的 支

出

1 建 設

改 良

費

仙 波 町 四 丁

目 添 架 管 改

良事業  

千円 千円 千円 千円

25,300 
令和４年度 13,640 

13,640 
令和４年度 13,640 

令和５年度 11,660 令和５年度 - 

大 字 笠 幡 添

架 管 改 良 事

業  

200,266 

令和４年度 80,100 

211,266 

令和４年度 80,100 

令和５年度 40,000 令和５年度 40,000 

令和６年度 80,166 令和６年度 91,166 

令 和 ６ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出

川 越 市 長   川   合   善   明
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議 案 第 ４ ９ 号

令 和 ５ 年 度 川 越 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）

（ 総 則 ）

第 １ 条 令 和 ５ 年 度 川 越 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 の 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。  

（ 業 務 の 予 定 量 の 補 正 ）

第 ２ 条 令 和 ５ 年 度 川 越 市 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 以 下 「 予 算 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 に 定 め た 業

務 の 予 定 量 を 次 の と お り 補 正 す る 。

（ 項    目 ） （ 既 決 予 定 量 ） （ 補 正 予 定 量 ） （ 計 ）

⑷ 主 要 な 建 設 改 良 事 業 の 概 要

公 共 下 水 道 施 設 整 備 事 業 費 1 , 9 7 2 , 1 0 0千 円 △ 7 3 9 , 1 2 6千 円 1 , 2 3 2 , 9 7 4千 円

公 共 下 水 道 施 設 改 良 事 業 費 1 , 2 6 4 , 6 4 5千 円 △ 2 1 9 , 8 2 5千 円 1 , 0 4 4 , 8 2 0千 円

（ 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 補 正 ）

第 ３ 条 予 算 第 ３ 条 に 定 め た 収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を 次 の と お り 補 正 す る 。

（ 科    目 ） （ 既 決 予 定 額 ） （ 補 正 予 定 額 ） （ 計 ）

収     入  

第 １ 款 下 水 道 事 業 収 益 6 , 4 1 0 , 3 2 7千 円 △ 9 2 , 7 6 1千 円 6 , 3 1 7 , 5 6 6千 円

第 １ 項 営 業 収 益 4 , 7 0 2 , 6 6 5千 円 △ 2 5 , 6 5 0千 円 4 , 6 7 7 , 0 1 5千 円
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 第 ２ 項  営 業 外 収 益  1 , 6 8 7 , 6 5 4千 円   △ 6 7 , 1 1 1千 円  1 , 6 2 0 , 5 4 3千 円  

 支     出    

第 １ 款  下 水 道 事 業 費 用  6 , 1 5 3 , 0 3 3千 円   △ 5 8 , 8 6 1千 円  6 , 0 9 4 , 1 7 2千 円  

 第 １ 項  営 業 費 用  5 , 9 0 3 , 7 0 9千 円   △ 7 7 , 6 0 0千 円  5 , 8 2 6 , 1 0 9千 円  

 第 ２ 項  営 業 外 費 用   2 2 1 , 3 4 6千 円     1 8 , 7 3 9千 円   2 4 0 , 0 8 5千 円  

 （ 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 補 正 ）  

第 ４ 条  予 算 第 ４ 条 本 文 括 弧 書 を 「 （ 資 本 的 収 入 額 が 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足 す る 額 2 , 6 2 9 , 1 0 1

千 円 は 、 当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 1 6 9 , 4 4 2千 円 及 び 過 年 度 分 損 益 勘 定

留 保 資 金 2 , 4 5 9 , 6 5 9千 円 で 補 填 す る も の と す る 。 ） 」 に 改 め 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を

次 の と お り 補 正 す る 。  

（ 科    目 ）  （ 既 決 予 定 額 ）  （ 補 正 予 定 額 ）  （ 計 ）  

 収     入    

第 １ 款  資 本 的 収 入   9 7 1 , 6 1 1千 円     5 , 3 0 0千 円   9 7 6 , 9 1 1千 円  

 第 ７ 項  他 会 計 補 助 金    3 0 2 , 9 6 3千 円     5 , 3 0 0千 円    3 0 8 , 2 6 3千 円  

 支     出    

第 １ 款  資 本 的 支 出  4 , 5 6 4 , 9 6 3千 円  △ 9 5 8 , 9 5 1千 円  3 , 6 0 6 , 0 1 2千 円  

 第 １ 項  建 設 改 良 費  3 , 5 5 1 , 4 1 9千 円  △ 9 5 8 , 9 5 1千 円  2 , 5 9 2 , 4 6 8千 円  

 （ 継 続 費 の 補 正 ）  

第 ５ 条  継 続 費 を 次 の と お り 補 正 す る 。  
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款 項 事業名
補   正   前 補   正   後

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額

1 資 本

的 支

出

1 建 設

改 良

費

藤 原 町 雨 水

貯 留 施 設

築 造 事 業

千円 千円 千円 千円

410,000 

令和４年度 150,000 

385,950 

令和４年度 150,000 

令和５年度 260,000 令和５年度 235,950 

的 場 北 一 丁

目 下 水 道

管 路 施 設

布 設 替 事 業

198,000 

令和４年度 118,800 

168,300 

令和４年度 118,800 

令和５年度 79,200 令和５年度 49,500 

岸 町 一 丁 目

下 水 道 管 路

施 設 更 生

事 業

336,600 

令和４年度 150,000 

225,605 

令和４年度 150,000 

令和５年度 186,600 令和５年度 75,605 

（ 他 会 計 か ら の 補 助 金 の 補 正 ）

第 ６ 条 予 算 第 １ １ 条 中 「 3 2 4 , 4 5 8千 円 」 を 「 3 2 9 , 7 5 8千 円 」 に 改 め る 。

  令 和 ６ 年 ２ 月 １ ３ 日 提 出

川 越 市 長   川   合   善   明
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